
 

基発０３２４第２９号 

令和７年３月２４日 

 

 

 

都道府県労働局長  殿 

 

厚生労働省労働基準局長 

（公 印 省 略） 

 

 

 

徴収関係事務取扱手引Ⅱ（滞納処分）の一部改訂について 

 

 

労働保険の徴収に関する事務のうち滞納処分関係の取扱いについては、平成 27 年３

月 31 日付け基発第 0331 第８号「徴収関係事務取扱手引Ⅱ（滞納処分）の改訂につい

て」の別添により取り扱ってきたところであるが、今般、下記により本手引の一部を

改訂するので、事務処理に遺漏なきよう取り扱われたい。 

 

記 

 

１ 主な改訂箇所 

（１） 差押えに係る箇所を修正 

（２） 文言の適正化その他所要の修正 

 

２ その他 

今般、修正を行った様式で、現に存ずるものは、当分の間、これを取り繕って使用 

することができること。 
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本通達において引用した主な法令等の略語は、次のとおりである。 

また、条数はアラビア数字で、項は○印、号は漢数字で表示した。 

 

徴 収 法 

 

徴 収 則 

 

労災保険法 

国 税 通 則 法 

国 税 徴 収 法 

国 税 徴 収 令 

通 基 本 通 達 

基 本 通 達 

滞 調 法 

 

滞 調 令 

 

民   法 

商   法 

会 社 法 

社債株式等振替法 

組織的犯罰処罰法 

 

麻薬特例法 

 

 

国際刑事裁判所協力法 

 

小型船舶登録法 

半導体集積回路配置法 

 

Ｌ Ｌ Ｐ 法 

 

仮登記担保法 

不動産登記法 

不動産登記則 

立 木 法 

手  引  Ⅰ 

＝ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和 44

年法律第 84 号） 

＝ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

（昭和 47 年労働省令第８号） 

＝ 労働者災害補償保険法（昭和 42 年法律第 50 号） 

＝ 国税通則法（昭和 37 年法律第 66 号） 

＝ 国税徴収法（昭和 34 年法律第 147 号） 

＝ 国税徴収法施行令（昭和 34 年政令第 329 号） 

＝ 国税通則法基本通達（昭和 45 年６月 24 日） 

＝ 国税徴収法基本通達（昭和 58 年５月 31 日） 

＝ 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法

律（昭和32年法律第94号） 

＝ 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政

令（昭和 32 

年政令第 248 号） 

＝ 民法（明治 29 年法律第 89 号） 

＝ 商法（明治 32 年法律第 48 号） 

＝ 会社法（平成 17 年法律第 86 号） 

＝ 社債・株式等の振替に関する法律（平成 13年法律

第 75 号） 

＝ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関す

る法律（平成 11 年法律第 136 号） 

＝ 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助

長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬

取締法等の特例等に関する法律（平成３年法律第 94

号） 

＝ 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律（平

成 29 年法律第 67 号） 

＝ 小型船舶の登録等に関する法律（平成 13年法律第

102 号） 

＝ 半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和 60

年法律第 4 3 号） 

＝ 有限責任事業組合契約に関する法律（平成 29年法

律第 45 号） 

＝ 仮登記担保契約に関する法律（昭和 53 年法律第

78 号） 



 

 

＝ 不動産登記法（平成 16 年法律第 123 号） 

＝ 不動産登記規則（平成 17 年法務省令第 18 号） 

＝ 立木ニ関スル法律（明治 42 年法律第 22 号） 

＝ 徴収関係事務取扱手引Ⅰ（徴収・収納） 
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1－1 

第１章 総則 

 

第１ 労働保険徴収法の目的、特色 

 

１ 労働保険徴収法の目的 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律（以下、「徴収法」という。）は、

「労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消

滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定める」

ことを目的としている（徴収法１）。 

 

２ 特色 

徴収法の特色としては、以下のものが挙げられる。 

 

（１）国税徴収手続の準用 

徴収法では、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に

別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。」（徴収法30）と

規定し、労働保険料等の徴収金の徴収手続は、徴収法に別段定めがある場合を除

き、国税徴収の例によることとされている。 

「国税徴収の例により」とは、具体的には国税通則法、国税徴収法等を指して

おり、国税通則法は、国税の納付義務の確定等国税についての基本的及び共通的

事項を定めたものであり、国税徴収法は、国税債務の不履行の場合の履行強制手

段としての滞納処分手続を中心とし、その履行強制の過程において他の公課（※）

及び債権と競合した場合の優先権等について定めたものである。 

画一的かつ大量に発生する徴収金の徴収手続としては、国税徴収手続を広く準

用することが、一般に合理性をもつと考えられるので、国税徴収の手続を準用す

ることとしている。 

※ 公課とは、国税、地方税を除く「滞納処分の例により徴収することができる

債権」（国税徴収法２五）のことで、行政上の強制徴収の対象となる債権であ

り、労働保険料、国民年金保険料等もこれに当たる。 

 

（２）先取特権の順位 

「先取特権」とは、法律で定められている一定の債権を有する者が、債務者の

財産について他の債務者に優先して弁済を受けることを内容とする権利である。 

労働保険料等の先取特権の順位は、「労働保険料その他この法律の規定による

徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。」（徴収法29）

とされており、原則として、私法上の債権に優先して徴収できるが、国税及び地


